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【いぬわし君の交通安全 Journal】 

◇ 毎月１日、15 日（土・日・祝の場合、翌平日） 
に新情報を配信します。 
◇ 県警のウェブサイトにも掲載しています。 

www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/ 

   

 

令和３年 12 月 15 日 

石川県警察本部 

交通企画課 

(０７６)２２５－０１１０ 

ジャーナル 
 

 

 

【交通安全ほっとストーリー】 

投稿フォームはこちら 

 

 

 

いぬわし君の 
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酒酔い運転（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為） 

 

酒気帯び運転（政令基準値以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為） 

違反点数３５点 

免許取消し（欠格期間３年） 

免許停止（期間 90日） 

３年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

呼気中アルコール濃度 0.25㎎/ℓ以上 

違反点数２５点 

免許取消し（欠格期間２年） 

 

５年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

呼気中アルコール濃度 0.15㎎/ℓ以上 0.25㎎/ℓ未満 

３年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

 違反点数１３点 

この時期は、夕暮れ時から夜間にかけて歩行者が被害に遭う交通事故や、飲酒運転による交通事故が

増加する傾向にあります。悲惨な交通事故を防ぐために、一人一人が安全運転を心掛けましょう。 

・前方左右の視野を広げ、 

いち早く歩行者を発見しましょう。 

対向車線側にも目を向けて、横断しそうな歩行者がいないか

確認しましょう。特に夜間はハイビームを上手に活用し、歩行

者を早期に発見しましょう。 

 

 

◆高齢者の特性を踏まえた安全運転のポイント◆ ◆高齢歩行者の行動特性◆ 

  

（※前歴及びその他累積点数がない場合 ※「欠格期間」とは、運転免許を取り消された場合に、運転免許を受けることができない期間） 

● 身体の衰えにより、車両の速度や距離

感の判断を誤って横断を開始する場合

がある。 

● 車両が近づいても、足下や進行方向だ

けを注視して横断する場合がある。 

● 早朝・夜間に単独で 

出歩く場合がある。 

ツイッターを運用しています。フォローお願いします！【石川県警察交通安全情報＠IP_koutuu_anzen】 

・動静に注意し、万が一に備えた運転をしましょう。 

交通事故に遭うおそれのある高齢歩行者を見かけたら、いつ

でもブレーキをかけられるようにするなど、その特性に対応で

きる思いやりのある運転を心掛けましょう。 

後悔してからでは

遅いのです！！ 

飲酒運転急増中！県内の今年１～11 月の飲酒運転の検挙数は 245 件！！ 

過去 10 年間で年間最多！！ 

「事故を起こさなければ大丈夫」、「警察に見つからないだろう」は大間違い！ 

飲酒運転ですべてを失います。絶対にやめましょう。 
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